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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本電機工業会（JEMA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，       

JIS C 61215-1:2020 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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地上設置の太陽電池（PV）モジュール－ 
設計適格性確認及び型式認証－ 

第 1 部：試験要求事項 
Terrestrial photovoltaic (PV) modules- 

Design qualification and type approval-Part 1: Test requirements 
 

序文 

この規格は，2021 年に第 2 版として発行された IEC 61215-1 を基とし，技術的内容を変更して作成した

日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，屋外気候での長期運転に適した全ての地上設置の平板形太陽電池（PV）モジュール（以下，

PV モジュールという。）の設計適格性確認のための要求事項について規定する。設計適格性が確認された

PV モジュールの耐用年数は，PV モジュールの設計，使用環境及び運転される条件の影響を受ける。試験

結果は，PV モジュール寿命の定量的予測とは解されない。 

動作温度の 98 パーセンタイルが 70 ℃を超える気候においては，IEC TS 63126 に記載されている高温試

験条件での試験を検討することが推奨されている。より寿命が短い PV モジュールの設計適格性確認を求

める場合には，IEC TS 63163 に記載されている家電製品としての太陽電池用に設計された試験を検討する

ことが推奨されている。JIS C 61215 規格群で試験された特性が製造される PV モジュール製品で安定して

示されることの確証を得たい場合には，PV モジュールにおける品質システムについての規格である IEC 

62941 の活用が可能である。 

この規格は，結晶シリコン PV モジュール及び薄膜 PV モジュールのような全ての地上設置の平板形 PV
モジュール（フレキシブル PV モジュールを含む。）に適用する。ただし，日よ（除）け又はテントに取り

付けるフレキシブル PV モジュールのような，長期間にわたって使用しないシステムには適用しない。 

この規格は，集光装置付き PV モジュールには適用しないが，1 倍から 3 倍までの低倍率集光装置付き

PV モジュールに活用が可能である。低倍率集光装置付き PV モジュールに関しては，予想される集光設計

の照度，電流，電圧及び出力レベルで全試験が実施される。この規格は，電子機器を組み込んだ PV モジ

ュールについては言及していないが，そのような PV モジュールの試験のための基礎として活用が可能で

ある。 


